
Title 雑報

Citation 北大法学論集, 51(5), 235-236

Issue Date 2001-01-17

Doc URL https://hdl.handle.net/2115/15049

Type other

File Information 51(5)_p235-236.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP



一

雑

報

一

一北
海
道
大
学
法
学
会
記
事

O
二
0
0
0
年
六
月
八
日
(
木
)
午
後
一
時
三
十
分
よ
り

「
初
期
近
代
に
お
け
る
寛
容
の
問
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本
報
告
は
、
初
期
近
代
に
お
け
る
自
由
主
義
思
想
と
絶
対
主
義
思
想
の

距
離
を
測
る
と
い
う
関
心
の
も
と
に
、
宗
教
的
寛
容
を
め
ぐ
る
プ

i
フ
工

ン
ド
ル
フ
の
思
想
に
分
析
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。

一
般
に
宗
教
的
寛
容
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
は
、
複
数
の
重
要
な
価

値
が
追
求
さ
れ
る
。
プ

I
フ
エ
ン
ド
ル
フ
に
お
い
て
は
、
「
平
和
の
維
持
」
、

「
真
の
宗
教
の
実
現
」
、
「
個
人
の
信
仰
上
の
自
律
」
が
、
目
指
さ
れ
る
べ

き
価
値
と
し
て
引
照
さ
れ
る
。
宗
教
的
寛
容
の
是
非
は
、
こ
れ
ら
の
諸
価

値
が
、
寛
容
政
策
を
通
じ
て
実
現
で
き
る
か
否
か
の
判
断
に
依
存
す
る
。

プ
l
フ
エ
ン
ド
ル
フ
の
思
想
は
、
従
来
、
宗
教
的
寛
容
と
親
和
性
を
持

つ
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
高
度
に
制
度
化
さ
れ
た
政
治
権
力
の
観
念

が
採
用
さ
れ
る
一
方
で
、
権
力
か
ら
自
由
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
領

域
が
成
立
し
、
教
会
は
後
者
の
領
域
に
属
す
る
自
発
的
結
社
と
し
て
規
定

さ
れ
る
。
ま
た
理
性
主
義
的
・
普
遍
主
義
的
宗
教
観
は
、
宗
派
間
の
論
争

の
争
点
を
無
規
定
事
と
し
、
強
制
の
根
拠
を
失
わ
せ
る
。
た
し
か
に
彼
は

平
和
の
維
持
の
目
的
の
た
め
に
、
為
政
者
に
よ
る
公
的
信
仰
(
国
教
会
)

の
樹
立
を
認
め
る
が
、
そ
れ
は
信
仰
の
統
制
そ
れ
自
体
を
目
的
と
す
る
も

の
で
は
な
く
、
ま
た
そ
の
教
義
は
諸
宗
派
を
包
摂
し
う
る
普
遍
主
義
的
な

も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
寛
容
の
主
張
か
ら
の
著
し
い
逸
脱
で
は
な
い
。

以
上
の
前
提
の
も
と
で
、
彼
は
国
教
会
制
度
を
み
と
め
つ
つ
も
、
こ
れ
に

寛
容
政
策
を
組
み
あ
わ
せ
、
「
平
和
の
維
持
」
、
「
真
の
宗
教
の
実
現
」
、

「
個
人
の
信
仰
上
の
自
律
」
と
い
う
価
値
を
と
も
に
追
求
す
る
こ
と
が
で

き
た
と
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
近
年
の
研
究
の
も
た
ら
し
た
次
の

よ
う
な
知
見
に
よ
っ
て
修
正
を
要
求
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
プ

i
フ
エ

ン
ド
ル
フ
は
啓
示
宗
教
の
固
有
の
意
義
を
重
視
し
、
こ
れ
を
自
然
宗
教
に

解
消
す
る
傾
向
を
強
く
批
判
し
た
。
ま
た
彼
は
神
学
上
の
論
争
点
に
関
し
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報

て
ル
タ

1
派
の
信
条
を
固
守
し
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
は
も
ち
ろ
ん
、

改
革
派
と
の
融
和
を
も
拒
否
し
、
ま
た
こ
れ
ら
他
宗
派
へ
の
寛
容
に
も
積

極
的
で
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。

雑

こ
の
よ
う
な
知
見
を
前
提
と
す
る
場
合
、
一
方
で
、
「
真
の
宗
教
」
を

公
的
信
仰
と
し
て
樹
立
す
る
こ
と
を
認
め
る
プ
l
フ
エ
ン
ド
ル
フ
の
議
論

は
、
政
治
権
力
に
よ
る
ル
タ

l
派
の
擁
護
を
正
当
化
す
る
も
の
と
解
釈
さ

れ
る
。
他
方
で
、
こ
れ
は
彼
の
政
治
理
論
の
基
本
構
造
と
の
不
整
合
を
生

み
出
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
元
来
、
為
政
者
の
制
度
化
さ
れ
た
命
令
の
権
力

は
、
意
見
の
多
様
性
を
承
認
し
つ
つ
共
同
行
為
を
可
能
に
す
る
媒
体
で
あ

り
、
し
か
も
そ
れ
は
「
平
和
の
維
持
」
と
い
う
世
俗
的
目
的
の
追
求
に
お

い
て
の
み
意
味
を
持
ち
う
る
。
宗
教
的
真
理
ゃ
、
そ
れ
を
追
求
す
る
個
人

の
自
律
が
本
質
的
な
重
要
性
を
持
つ
宗
教
の
領
域
に
お
い
て
は
、
命
令
の

内
容
の
合
理
性
に
つ
い
て
被
治
者
が
同
意
し
な
い
か
ぎ
り
、
命
令
は
通
用

性
を
持
ち
得
な
い
。
仮
に
「
平
和
の
維
持
」
を
根
拠
と
す
る
命
令
で
あ
っ

て
も
、
「
真
の
宗
教
の
実
現
」
、
「
個
人
の
信
仰
上
の
自
律
」
と
い
っ
た
宗

教
的
価
値
と
の
深
刻
な
対
立
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て

「
平
和
の
維
持
」
、
「
真
の
宗
教
の
実
現
」
、
「
個
人
の
信
仰
上
の
自
律
」
と

い
う
要
請
を
、
制
度
化
さ
れ
た
権
力
を
核
と
す
る
理
論
に
よ
っ
て
折
り
合

わ
せ
る
こ
と
は
困
難
に
な
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
要
請
の
対
立
は
深
刻
に
な

り
、
そ
の
解
決
に
は
よ
り
複
雑
な
方
法
が
必
要
に
な
る
。

以
上
の
問
題
状
況
を
ふ
ま
え
て
、
本
報
告
は
プ
l
フ
エ
ン
ド
ル
フ
の
複

雑
な
議
論
の
解
明
を
行
う
。
プ
l
フ
エ
ン
ド
ル
フ
は
「
平
和
の
維
持
」
の

た
め
に
国
教
会
制
度
を
是
認
す
る
が
、
他
方
で
ル
タ

l
派
の
立
場
か
ら

「
真
の
宗
教
」
の
実
質
の
保
全
を
重
視
し
て
、
宗
派
問
の
融
和
の
可
能
性

を
制
限
す
る
。
こ
の
ふ
た
つ
の
論
理
が
組
合
わ
さ
る
結
果
、
党
派
性
を
も
っ

た
宗
教
的
立
場
が
強
要
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
構
想
は
「
個
人
の
自

律
」
の
要
請
と
の
対
立
を
生
ぜ
し
め
、
ま
た
「
真
の
宗
教
」
を
め
ぐ
る
判

断
権
の
所
在
の
問
題
を
先
鋭
化
さ
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
プ
l
フ
エ
ン
ド
ル

フ
は
寛
容
政
策
に
よ
っ
て
こ
れ
を
緩
和
す
る
と
と
も
に
、
「
個
人
の
自
律
」

お
よ
び
「
真
の
宗
教
」
の
要
請
に
、
い
く
つ
か
の
方
法
に
よ
っ
て
尊
重
を

与
え
る
こ
と
で
、
こ
の
対
立
の
回
避
を
試
み
る
。
こ
の
目
的
の
た
め
に
彼

は
、
彼
の
理
論
本
来
の
制
度
化
さ
れ
た
権
力
と
は
異
質
の
権
力
、
す
な
わ

ち
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
融
合
し
た
権
威
主
義
的
な
権
力
を
導
入
す
る
。
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こ
の
結
果
、
宗
教
を
め
ぐ
る
自
由
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
十
分
な
展

開
を
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ブ

1
フ
エ
ン
ド
ル
フ
の
議
論
は
、
「
平
和
の
維
持
」
、

「
真
の
宗
教
の
実
現
」
、
「
個
人
の
信
仰
上
の
自
律
」
と
い
う
引
照
点
、
ま

た
高
度
に
制
度
化
さ
れ
た
権
力
と
自
由
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う

基
本
的
枠
組
を
、
ロ
ッ
ク
流
の
寛
容
論
と
共
有
し
つ
つ
も
、
権
威
主
義
的

権
力
関
係
の
導
入
に
よ
っ
て
、
こ
れ
と
は
甲
子
、
な
る
帰
結
に
至
る
の
で
あ
る
。


